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非
通
信
状
態
に
お
け
る
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

周

波

数

帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）

準

尖

頭

値

平

均

値

一
五
〇
kHz
以
上
五
〇
〇
kHz
未
満

六
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
五
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
〇
〇
kHz
以
上
五
MHz
以
下

五
六
デ
シ
ベ
ル

四
六
デ
シ
ベ
ル

五
MHz
を
超
え
三
〇
MHz
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注

※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

`

放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

周

波

数

帯

許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。）

三
〇
MHz
以
上
二
三
〇
MHz
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
MHz
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
MHz

以
下

三
七
デ
シ
ベ
ル

^

通
信
状
態
に
お
け
る
伝
導
妨
害
波
の
電
流

周

波

数

帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）

準

尖

頭

値

平

均

値

一
五
〇
kHz
以
上
五
〇
〇
kHz
未
満

三
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
二
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

二
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
一
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
〇
〇
kHz
以
上
二
MHz
以
下

二
六
デ
シ
ベ
ル

一
六
デ
シ
ベ
ル

二
MHz
を
超
え
一
五
MHz
未
満

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
〇
デ
シ
ベ
ル

一
五
MHz
以
上
三
〇
MHz
以
下

二
〇
デ
シ
ベ
ル

一
〇
デ
シ
ベ
ル

注

※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

_

非
通
信
状
態
に
お
け
る
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

周

波

数

帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）

準

尖

頭

値

平

均

値

一
五
〇
kHz
以
上
五
〇
〇
kHz
未
満

六
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
五
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
六
デ
シ

ベ
ル
ま
で

※

五
〇
〇
kHz
以
上
五
MHz
以
下

五
六
デ
シ
ベ
ル

四
六
デ
シ
ベ
ル

五
MHz
を
超
え
三
〇
MHz
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注

※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。
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]

\
に
掲
げ
る
伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
、

総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

第
六
十
二
条
中
「
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
」
の
下
に「（
第
六
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
令
第
百
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
月
四
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
第
一
号
の
\
の
総
務
大
臣
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
行
う
。

一

一
〇
kHz
か
ら
四
五
〇
kHz
ま
で
の
周
波
数
の
搬
送
波
を
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

\

搬
送
式
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
（
音
声
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

]

一
般
搬
送
式
デ
ジ
タ
ル
伝
送
装
置
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
四
〇
デ

シ
ベ
ル
以
上
の
減
衰
量
を
有
す
る
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
他
の
通
信
に
混
信
を
与
え
な
い
よ
う
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
電
力
線
又
は
他
へ
の
分
岐
が
な
い
電
力
線
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

^

特
別
搬
送
式
デ
ジ
タ
ル
伝
送
装
置
（
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
使
用
す

る
電
力
線
に
制
限
が
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

二

屋
内
に
お
い
て
二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
周
波
数
の
搬
送
波
に
よ
り
信
号
を
送
信
し
、
及
び
受
信
す
る
電
力
線

搬
送
通
信
設
備
（
以
下
「
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
」
と
い
う
。）

第
四
十
六
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

\

第
一
号
の
\
か
ら
^
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

]

次
に
掲
げ
る
事
項
の
設
計
値
及
び
測
定
値

^

第
三
号
の
_
の
_

に
掲
げ
る
事
項

_

伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧

`

放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備

\

搬
送
波
の
周
波
数
が
二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
範
囲
に
あ
り
、
か
つ
、
搬
送
波
の
変
調
方
式
が
ス
ペ
ク
ト
ル

拡
散
方
式
の
も
の
は
、
拡
散
範
囲
が
二
MHz
か
ら
三
〇
MHz
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

]

伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
は
、
次
の
^

か
ら
`

ま
で
の
各
表
に
定
め

る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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